
別添 

【物品・役務】資格審査登録番号が変更された場合の注意点 

 

競争参加資格の変更を行ったこと等により資格審査登録番号が変更されることがあります。  

この場合、変更前の資格審査登録番号（以下「旧番号」といいます。）で既に利用者登録済みの電子

入札ＩＣカードについて、変更後の資格審査登録番号（以下「新番号」といいます。）へ情報を更新す

る必要があります。  

、変更前の資格審査登録番号（以下「旧番号」といいます。）で既に利用者登録済みの電子

入札ＩＣカードについて、変更後の資格審査登録番号（以下「新番号」といいます。）へ情報を更新す

る必要があります。  

※ 資格審査登録番号とは、総務省発行の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されて

いる「業者コード」（10 桁）です。 

※ 資格審査登録番号とは、総務省発行の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されて

いる「業者コード」（10 桁）です。 

  

情報の更新は、利用者登録の「変更登録」機能を使用して下さい。情報の更新は、利用者登録の「変更登録」機能を使用して下さい。 

 

【利用者登録変更画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 操作方法は「利用者登録操作マニュアル」を参照下さい。 



なお、資格審査登録番号の更新を行うさい、利用者登録を行っていないICカード（以下「新IC

カード」といいます。）及び旧番号で利用者登録済みのICカード（以下「旧ICカード」といい

ます。）をお持ちの方は、以下の順番で登録を行って下さい。 

 

① 旧ICカードの情報（旧番号）を新番号の情報に更新するために、利用者登録の「変更登録」

を行って下さい。（※詳細は「利用者登録操作マニュアル）を参照下さい。） 

 

② 変更登録後に、新ICカードの新規利用者登録を行って下さい。  

 

（注１） 登録の順番を誤ると、旧ICカードの変更登録ができなくなります。 

 

（注２） 変更登録前に、新ICカードを使用して新番号で新規利用者登録を行った場合、既

に旧番号で利用者登録されている企業とは別の「新たな企業」として新規登録さ

れます。 

 

（注３） 上記②の登録の際、旧番号を使用して利用者登録を行わないで下さい。旧番号を

使用して登録を行うと、旧資格審査情報で利用者登録され、①で変更登録を行っ

た企業とは別の「新たな企業」と認識されます。（この場合のＩＣカード情報は、

変更前の資格審査情報になります。） 
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